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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　噴射物質を噴射剤で噴射させるエアゾールであって、前記噴射剤として水素を使用し（
ただし、水素吸蔵合金を用いたものを除く）、
　前記噴射剤と前記噴射物質の割合が、体積比で、４０：６０～９０：１０であり、
　前記噴射剤が、水素のみであることを特徴とする水素含有エアゾール。
【請求項２】
　２０℃における噴射圧が、０．７～０．９ＭＰａである請求項１記載の水素含有エアゾ
ール。
【請求項３】
　前記水素が、電気分解により発生した水素である請求項１または２記載の水素含有エア
ゾール。
【請求項４】
　前記噴射物質が、液体である請求項１～３のうちいずれか一項記載の水素含有エアゾー
ル。
【請求項５】
　前記噴射物質が、化粧料である請求項１～３のうちいずれか一項記載の水素含有エアゾ
ール。
【請求項６】
　前記噴射物質が、飲料である請求項１～３のうちいずれか一項記載の水素含有エアゾー
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ル。
【請求項７】
　請求項１～６のうちいずれか一項記載の水素含有エアゾールを、該水素含有エアゾール
の缶底を上向きにして保管することを特徴とする水素含有エアゾールの保管方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素含有エアゾールおよび該水素含有エアゾールの保管方法に関し、特に、
水素濃度を安定に維持でき、より拡散の早いミストを得ることができる水素含有エアゾー
ルおよび該水素含有エアゾールの保管方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、水やお茶といった飲料に水素ガスを充填した清涼飲料水などが販売されている。
これは、液体に充填させた水素ガスを摂取することにより、人間の体内に存在する活性酸
素を還元させることを目的としている。
【０００３】
　一方、活性酸素は、クエン酸サイクルでＡＴＰ（アデノシン三リン酸）を作り出す時に
重要な役割を果たすなど、生命維持に必須であるとともに、体内へ侵入してきた異物を排
除する役割も担っていることが判ってきている。また、生体内の反応などで用いられなか
った活性酸素は、通常、細胞内に存在する酵素によって分解される。しかしながら、すべ
ての活性酸素が酵素によって分解されるわけではなく、余剰の活性酸素が分解されずに存
在することになる。その結果、余剰の活性酸素により細胞が損傷され、癌や生活習慣病等
の疾病、および老化などを招来する原因となり、余剰の活性酸素を排除することが健康維
持のために求められている。
【０００４】
　そこで、近年、かかる余剰の活性酸素を排除する物質として水素が用いられている。水
素は、その分子量がきわめて小さいために身体内に吸収されやすく、さらに水素が活性酸
素と反応すると水に変化するもので、安全性が高いなどの理由を有するからである。また
、数多い活性酸素の中でも特にヒドロキシラジカルのみを選んで還元し、身体に有用な活
性酸素に影響を与えないからである。
【０００５】
　このように、特段の害も無く、病気予防や健康増進につながると考えられる水素の病理
学的な有効性については、非特許文献１～１０など多くの学術誌等で報告されており、枚
挙にいとまがない。
【０００６】
　上記のとおり、水素ガスの摂取は、病気予防や健康増進といった有用な効果を奏する反
面、水素ガスを液体中に溶解させた後、そのまま高い溶存水素量を維持することは難しい
。例えば、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）ボトル等のプラスチック容器内に、水
素ガスを充填した水を保存した場合には、密封した状態であっても数日間で大部分の水素
が抜けてしまい、これを摂取しても高い効能を得ることができない。
【０００７】
　この点、特許文献１では、可撓性の外装を有する液体容器に水素分子を溶解させた液体
を内包させ、前記液体容器の一部または全体に対して加圧部材を取り付け、外部から圧力
を加えた状態を保つことにより、溶存水素量を維持する方法が、開示されている、
【０００８】
　また、特許文献２～４には、水素を０．５～１．５ｐｐｍ含み、酸化還元電位が－４０
０ｍＶ以下の加水素水を配合した化粧料が、開示されている。さらに、特許文献５および
６には、水素ガスを微細な気泡に内包させた後に、ゲル化して気泡を維持する方法が、開
示されている。
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【０００９】
　一方、特許文献７および８には、すぐれた発泡性等を得ることを目的にして、二酸化炭
素を含有しているエアゾール組成物が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】「Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，２００７，Ｖｏｌ．１３，ｐ６８
８～６９４」
【非特許文献２】「Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍ．，４１１（２
０１１），１４３－１４９」、Ｔ．Ｉｔｏｈ　ｅｔ　ａｌ．（岐阜国際バイオ研究所、近
畿大学、中部大学、名古屋大学他）
【非特許文献３】「Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２８（２００８）ｐ１３７
～１４３」、梶山静夫他（梶山内科クリニック、京都府立医大、他）
【非特許文献４】「ＢＪ．Ｈｅａｒｔ　ａｎｄ　Ｌｕｎｇ　Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉ
ｏｎ」、Ａｔｓｕｍｏｒｉ　Ｎａｋａｏ　ｅｔ　ａｌ．（ピッツバーグ大学、クリーブラ
ンドクリニック他）
【非特許文献５】「アンチ・エイジング医学－日本抗加齢医学会雑誌、Ｖｏｌ．４，Ｎｏ
．１，ｐ１１７－１２２」、小山勝弘他（山梨大学教育人間科学部及び医学工学総合研究
部、松下電工（株）電器Ｒ＆Ｄセンター）
【非特許文献６】「Ｅｘｐ．Ｏｎｃｏｌｏｇｙ，２００９，３１，ｐ１５６－１６２」ｙ
．Ｓａｉｔｏ、広島大学
【非特許文献７】「実験医学、Ｍｏｌ．２６，Ｎｏ．１３（８月号），ｐ２０７４～２０
８０，２００８」太田成男、大沢郁朗ら（日本医科大学）
【非特許文献８】「Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ＆Ｖｉｓ
ｕａｌ　Ｓｃｉ．２０１０，５１，ｐ４８７～４９２」Ｈｉｄｅａｋｉ　Ｏｈａｒａｚａ
ｗａ　ｅｔ　ａｌ．（日本医科大学）
【非特許文献９】「Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｎｅｗ　Ｓｅｒｉｅｓ，１９０，４２１０（Ｏｃｔ
．１０，１９７５），ｐ１５２～１５４」Ｍ．Ｄｏｌｅ　（Ｂａｙｌｏｒ大学、米国）
【非特許文献１０】「Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉ．３２４（２００１）ｐ７１９～７２４」Ｂ．Ｇ
ｈｒｉｂ　ｅｔ　ａｌ．（Ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅｅ大学、フランス）
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１１－１３６７２７号公報
【特許文献２】特開２００７－２３０９６４号公報
【特許文献３】特開２００７－２３８５３５号公報
【特許文献４】特開２００７－３０８４６７号公報
【特許文献５】特許第４６７２０８４号公報
【特許文献６】特開２０１１－２４５４７１号公報
【特許文献７】特開２０１３－９１６４２号公報
【特許文献８】特開２０１２－２４０９８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記特許文献１記載の技術は、気体の溶解度と圧力の比例関係（ヘンリーの法則）に着
目して、水素を溶解させた液体を入れた容器に外部から圧力を加えておくことで、液体中
の溶存水素量を高い状態に維持しようとしている。しかしながら、この方法を採用する場
合、容器に対して圧力を加えておくための機構が必要になる。また、容器の材料は、この
圧力に耐えうるものでなければならないし、外部からの圧力を内部圧力に転化させること
のできる可撓性材料である必要がある。さらには、液体を入れておく容器自体について、
その密閉性が高い、あるいは気体の透過性が低くないと、外部圧力によって、逆に液体中
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の水素ガスを外部に漏出または透過させてしまうおそれがある。
【００１３】
　また、特許文献２～４記載の技術は、一時的には水素濃度を高めることができるが、経
時的な水素濃度の低下が著しいという問題点がある。そこで、特許文献５および６記載の
技術では、水素ガスを微細な気泡に内包させた後にゲル化することで、水素濃度を維持し
ているが、固形状のゲル内に閉じ込めることで維持しているため、ゲルが融解するなど粘
度が低い状態では、水素濃度を維持できないという問題点がある。
【００１４】
　さらに、特許文献７および８記載の技術では、発泡性の気体として二酸化炭素を使用し
ているため、エアゾールでミストを発生させる場合、ミストの拡散が遅く、大きいミスト
であるため浸透性等の効果が十分に得られないという問題点がある。
【００１５】
　そこで、本発明の目的は、前記の従来技術の問題点を解決し、水素濃度を安定に維持で
き、より拡散の早いミストを得ることができる水素含有エアゾールおよび該水素含有エア
ゾールの保管方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、水素をエアゾールの噴射剤
として使用することによって、前記目的を達成し得ることを見出し、本発明を完成するに
至った。
【００１７】
　即ち、本発明の水素含有エアゾールは、噴射物質を噴射剤で噴射させるエアゾールであ
って、前記噴射剤として水素を使用し（ただし、水素吸蔵合金を用いたものを除く）、前
記噴射剤と前記噴射物質の割合が、体積比で、４０：６０～９０：１０であり、前記噴射
剤が、水素のみであることを特徴とするものである。
 
【００１８】
　また、本発明の水素含有エアゾールは、２０℃における噴射圧が、０．７～０．９ＭＰ
ａであることが好ましい。さらに、本発明の水素含有エアゾールは、前記水素が、電気分
解により発生した水素であることが好ましい。
 
【００１９】
　また、本発明の水素含有エアゾールは、前記噴射剤が、水素のみであることが好ましい
。
 
【００２０】
　さらに、本発明の水素含有エアゾールは、前記噴射物質が、液体であることが好ましく
、化粧料であることが好ましく、飲料であることが好ましい。
【００２１】
　水素含有エアゾールの保管方法は、前記水素含有エアゾールを、該水素含有エアゾール
の缶底を上向きにして保管することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によると、水素濃度を安定に維持でき、より拡散の早いミストを得ることができ
る水素含有エアゾールおよび該水素含有エアゾールの保管方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に使用できるエアゾールの一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　以下、本発明の水素含有エアゾールついて具体的に説明する。
　図１は、本発明に使用できるエアゾールの一例を示す断面図である。図中、１はアクチ
ュエーター（押しボタン）、２はバルブ、３はスタンドパイプ、４は耐圧容器、５は噴射
剤、６は主として噴射物質で、噴射剤を含む場合もある。かかるエアゾール７は、アクチ
ュエーター１を押すことで、バルブ２が開き、噴射剤５が矢印Ａの方向に圧力を加えるこ
とで、スタンドパイプ３を通して噴射物質６が矢印Ｂの方向に噴射される。
【００２５】
　本発明では、かかる噴射剤５として水素を使用することを特徴とするものである。水素
は分子量が小さく、しかも内容物と内容物の間、例えば水と水との分子の間に入って水分
子どうしをひきはがしやすくすると考えられる。また、水素を含んだ噴射物質（例えば、
水）は、従来の窒素ガスや二酸化炭素等の他の気体を含んだ噴射物質と比較して拡散速度
が速い。さらに、水素自身も、従来の窒素ガスや二酸化炭素等の他の気体と比較して拡散
速度が速い。そのため、従来の窒素ガスや二酸化炭素を使用した場合と比較して、微細で
細かいミストとなって拡散するとともに、肌に向かって噴射したときより肌にやさしいミ
ストを得ることができる。
【００２６】
　また、本発明において、２０℃における水素の噴射圧が、０．４～０．９ＭＰａである
ことが好ましく、０．７～０．８ＭＰａであることがより好ましい。水素の噴射圧をかか
る範囲とすることで、水素と噴射物質６との相溶性をよくでき、より微細で細かいミスト
となって拡散するとともに、肌に向かって噴射したときより肌にやさしいミストを得るこ
とができる。
【００２７】
　さらに、本発明において、前記水素が、電気分解により発生した水素であることが好ま
しい。例えば、２５％ＫＯＨを含む水溶液をアルカリ式電解槽にいれ、これを電気分解す
ることで水素を発生させ、かかる水素を噴射剤として使用することができる。これにより
、従来の水素ボンベによる充填では約１５ＭＰａ必要であるのに対し、約１ＭＰａ以下の
圧力で充填することができ、より安全にエアゾールに充填できる。また、オンサイトで直
接水素発生装置から発生した水素を噴射剤として使用することで、ボンベから供給する場
合と比較してコストを格段に安くすることができる。
【００２８】
　また、本発明において、エアゾール中の噴射剤５と噴射物質６の割合は、噴射物質６を
噴射できれば限定されないが、体積比で、４０：６０～９０：１０であることが好ましく
、４５：５５～８０：２０であることがさらに好ましく、５０：５０～７０：３０である
ことがさらにより好ましい。これにより、噴射物質６をよりやさしく噴射でき、使用時に
やわらかい感じを与えることができる。
【００２９】
　また、本発明の噴射物質６としては、本発明の効果が得られれば限定されないが、液体
であることが好ましく、特に水であることが好ましい。噴射物質６として水を使用する場
合は、通常は水滴になりやすい水を極めて微細なミストとして噴射することができる。さ
らに、水素の持っている有用な効果を得ることができる。なお、ここで液体とは、流動性
のある液状のものを含む広い概念であり、固体および気体を除外して、エアゾールで噴射
できるものをいう。
【００３０】
　さらに、噴射物質６として化粧料を使用することもできる、かかる場合は、通常の化粧
料より、より肌にやさしいミストとして化粧料を噴射することができるため、水素の持っ
ている有用な効果だけでなく、化粧料の成分の効果も高めることができる。例えば、育毛
剤を使用すれば、より育毛効果を高めることができ、保湿化粧料を使用すれば、より肌へ
の浸透性をあげて、保湿力を高めることができる。
【００３１】
　また、噴射物質６として飲料を使用することもできる、かかる場合は、通常の飲料より
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、より微細なミストとして飲料を噴射することができるため、水素の持っている有用な効
果だけでなく、より浸透性高めることができ、例えば、熱中症対策等に効果をあげること
ができる。
【００３２】
　さらに、本発明において、エアゾール７は、本発明の効果を妨げない範囲において、通
常のエアゾールに使用できる部材を使用することができる。特に、水素濃度を安定に維持
できるという観点から、例えば、耐圧容器４としては金属、ガラス等を使用でき、さらに
アルミを蒸着するなど、水素の漏れが無い構造とすることが求められる。
【００３３】
　また、本発明において、噴射剤として使用する水素は、その起源等は特に限定されない
。さらに、水素のみが充填されていることが最も好ましいが、水素だけでなく不活性ガス
を混合していてもよい。該不活性ガスとしては、周期表０族元素の他に、窒素ガス、炭酸
ガス等反応性に乏しいガスを挙げることができる。これらのガスは極めて安定で、他の元
素と化合しない。さらにその場合は、水素の濃度は爆発下限の３．９％とすることが好ま
しい。これにより、引火等の危険性を防ぐことができる。
【００３４】
　本発明の水素含有エアゾールの保管方法は、前記水素含有エアゾール７を、該水素含有
エアゾール７の缶底を上向きにして保管することを特徴とするものである。具体的には、
アクチュエーター１を有する上部を下向きにして、耐圧容器４の底部が上部にくるように
保管するものである。これにより、噴射剤５が耐圧容器４の底部に集まるためアクチュエ
ーター１等からの水素の漏れを防止できる。そのため、水素濃度をより安定に維持でき、
より拡散の早いミストを得ることができる。
【００３５】
　以下、本発明について、実施例を用いてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実
施例に限定されるものではない。
【実施例】
【００３６】
（実施例１）
　図１に示すエアゾールで、噴射剤５として水素を使用し、噴射物質６として水を使用し
たエアゾールを作製した。２０℃における水素の噴射圧は、０．７ＭＰａで、２５％ＫＯ
Ｈを含む水溶液をアルカリ式電解槽にいれ、これを電気分解することで水素を発生させ、
かかる水素を噴射剤として充填した。噴射剤５の水素の配合量は４０ｖ／ｖ％、噴射物質
６の水の配合量は６０ｖ／ｖ％とした。
【００３７】
（比較例１）
　図１に示すエアゾールで、噴射剤５として窒素を使用し、噴射物質６として水を使用し
たエアゾールを作製した。２０℃における窒素の噴射圧は、０．７ＭＰａで、窒素ボンベ
から窒素を充填した。噴射剤５の窒素の配合量は４０ｖ／ｖ％、噴射物質６の水の配合量
は６０ｖ／ｖ％とした。
【００３８】
　実施例１と比較例１のミストを比較すると、実施例１の方が比較例１より、拡散速度が
速く、かなり小さなミストが得られた。また、実施例１および比較例１のエアゾールを肌
に向けて噴射すると、実施例１の方が比較例１より、ソフトな感触で浸透性も良好であっ
た。
【００３９】
（実施例２）
　図１に示すエアゾールで、噴射剤５として水素を使用し、噴射物質６として水を使用し
たエアゾールを作製した。２０℃における水素の噴射圧は、０．８ＭＰａで、２５％ＫＯ
Ｈを含む水溶液をアルカリ式電解槽にいれ、これを電気分解することで水素を発生させ、
かかる水素を噴射剤として充填した。噴射剤５の水素の配合量は５０ｖ／ｖ％、噴射物質
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６の水の配合量は５０ｖ／ｖ％とした。これにより、よりソフトな感触を与えることがで
きた。
【符号の説明】
【００４０】
１　アクチュエーター
２　バルブ
３　スタンドパイプ
４　耐圧容器
５　噴射剤
６　噴射物質（噴射剤を一部含んでいる場合もある）
７　エアゾール

 

【図１】
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